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業 務 等 質 問 回 答 書 

提出日：2021年４月５日 

発 注 機 関 名 建設部建築住宅課 公  告  日   令和３年３月19日 

業 務 名 

業 務 箇 所 名 

健康ゼロエネ住宅（仮称）推進指針策定等支援業務 

県内全域 

質 問 内 容 １ 仕様書に記載の各会議体は全て、社会状況に応じてWeb会議での開催可

能性があるものと考えてよいでしょうか。 

２ 「２委託業務の内容（１）～会議等の運営支援」について、各会議に

おける議事録は議事要旨との認識でよいでしょうか。 

３ 「２委託業務の内容（１）～会議等の運営支援」の「建築団体」「ア

ドバイザー」「オブザーバー」「有識者」及び「２委託業務の内容（２）」

～技術講習会」の講師はいずれも長野県が指定する者と考えてよいでし

ょうか。 

４ 「表１ 想定スケジュール」について、本業務外で開催される住宅審

議会ではどのような検討事項が予定されているのでしょうか。 

５ 「資料５ 指針の構成（案）」について、「適度に開かれた住まい」

とありますが、具体的にイメージ・期待されている内容がありましたら

ご教示ください。 

６ プレゼンテーションの時間（プレゼン時間、質疑応答時間など）をご

教示ください。 

回  答 １ 貴見のとおり社会状況に応じてWeb会議での開催の可能性があります。 

２ 貴見のとおりです。 

３ 講師の選定については、委託者と受託者における契約後の協議事項と

しますが、講師を含めた実施体制について企画提案いただいても構いま

せん。 

４ 住宅審議会においては、住生活に係わる施策全般について議論がなさ

れます。今回支援を受けて策定する指針についても、住宅に関するゼロ

カーボン施策の一部として、専門委員会で検討した事項について審議・

答申がなされる予定です。 

５ 「適度に開かれた住まい」とは、多様な住まい方の実践として、地域

との関わりや周辺環境との空間的なつながりを示すものです。 

６ ３月30日に実施した説明会でも申し上げたとおり、各者、プレゼンテ

ーション15分間、質疑応答10分間を予定しています。 
 


